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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
被
保
険
者
が
等
し
く

負
担
す
る「
均
等
割
額
」と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す

る「
所
得
割
額
」の
合
計
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
計
算
の
基
礎
と
な
る
保
険
料
率
は
、
２
年

に
一
度
改
定
さ
れ
ま
す
。
平
成
30
・
31
年
度
の
保
険

料
率
は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

平
成
30
年
度
の
保
険
料
は
新
保
険
料
率
に
基
づ

き
、
平
成
29
年
中
の
所
得
を
基
に
、
個
人
単
位
で
計

算
さ
れ
ま
す
。

５
月
末
ま
で
に
岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保

険
者
に
な
ら
れ
た
方
へ
、
７
月
中
旬
に「
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」を
お
送
り
し
ま
す
。

保
険
料
額
や
納
付
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
参
考
）平
成
28
・
29
年
度
の
保
険
料

　
　
　
均
等
割
額

：

４
万
２
６
９
０
円

　
　
　
所
得
割
率

：

８･

５
５
％

　
　
　
保
険
料
額

：

限
度
額
57
万
円

【
平
成
30
・
31
年
度
の
保
険
料
】

平
成
30
年
度
お
よ
び
平
成
31
年
度

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
率
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
医
療
費
は
、
高
齢
化
社

会
の
進
展
に
よ
り
増
加
し
て
お
り
、
制
度
を
支
え
る

現
役
世
代
か
ら
の
支
援
金
、
国
費
な
ど
も
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

被
保
険
者
の
方
に
は
保
険
料
と
い
う
形
で
医
療
費

の
一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
一
部
の
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
来
あ
る
べ
き

保
険
料
額
か
ら
、
さ
ら
に
負
担
を
抑
え
る
特
例
措
置

が
続
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
被
保
険
者
数
や
医
療
費
が
増
加
す
る

中
、
被
保
険
者
間
で
保
険
料
の
格
差
が
生
じ
て
い
る

こ
と
、
ま
た
支
援
し
て
い
る
現
役
世
代
と
の
不
公
平

感
も
否
め
な
い
こ
と
か
ら
、
昨
年
度
か
ら
特
例
措
置

に
よ
る
軽
減
を
段
階
的
に
見
直
し
て
お
り
、
平
成
30

年
度
も
段
階
的
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

具
体
的
な
軽
減
内
容
、
改
正
箇
所
は
次
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。

今
後
も
安
心
し
て
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
利
用

し
て
い
た
だ
く
た
め
の
制
度
改
正
に
、
み
な
さ
ま
の

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
軽
減
措
置
の
見
直
し

後期高齢者医療保険料　改定のお知らせ

均等割額

被保険者1人当たり
41,214円

保険料額（年額）

限度額62万円
100円未満切捨て

所得割額

被保険者の所得×
所得割率7.75％

※所得＝総所得金額等ー33万円

①
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
の

保
険
料「
均
等
割
額
」の
軽
減

平
成
30
年
度
分
の
保
険
料「
均
等
割
額
」軽
減
割
合

は
７
割
軽
減
か
ら
５
割
軽
減
へ
変
更
さ
れ
ま
す
。
な

お「
所
得
割
額
」の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
29
年
度

７
割
軽
減

平
成
30
年
度

５
割
軽
減

平
成
31
年
度

資
格
取
得
後
２
年
を
経
過
す
る
月

ま
で
５
割
軽
減

②
保
険
料「
所
得
割
額
」の
軽
減

平
成
30
年
度
分
の
保
険
料「
所
得
割
額
」を
負
担
す

る
方
に
つ
い
て
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
が

58
万
円
以
下
の
方
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
い
た
２
割

軽
減
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

平
成
29
年
度

２
割
軽
減

平
成
30
年
度

軽
減
廃
止

③
保
険
料「
均
等
割
額
」の
軽
減

（
２
割
・
５
割
軽
減
に
つ
い
て
は
判
定
基
準
額
を

拡
大
し
、
対
象
を
拡
げ
ま
す
）


